
平成 31 年度 省エネ適合性判定に関する講習 

 
2017（平成 29）年 4 月に施行された建築物省エネ法の建築物エネルギー消費基準への適合性判定の制度

においては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の要件として適合性判定員の選任が必要とされます。こ

の制度を円滑に運用するため、適合性判定員の資格要件付与に関し、当財団では、建築物省エネ法に基づく「省

エネ適合性判定に関する講習」を開催いたします。 

「適合性判定に関する講習」の修了者に発行する修了証明書が判定機関の登録に必要となります。 

 
１．受講資格 

受講できるのは、以下の①～③のいずれかに該当する方に限ります。 

 受講資格 

① 建築基準法第 5 条第 1 項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者 

② 建築士法第 2 条第 2 項に規定する一級建築士 

③ 建築士法第 2 条第 5 項に規定する建築設備士 

 

２．講習日及び会場 

 開催地 受付開始日 講習日 会場及び住所 受講定員 

第 1 回 東京 
5 月 14 日

（火） 

6 月 26 日

（水） 

全国町村議員会館 

２F（１～３会議室） 

千代田区一番町 25 番地 

100 名 

第 2 回 大阪 8 月上旬予定 
9 月 11 日

（水） 

千里ライフサイエンスセンター 

501～503 号室 

大阪府豊中市新千里東町 1-4-2 

65 名 

※定員に達し次第、受付を終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．プログラム（予定） 

時 間 項 目 

9:30～9:35 開会、諸連絡 

9:35～10:35 法の概要 

10:35～11:05 適合性判定の方法（審査の手順） 

11:05～11:15 休 憩 

11:15～12:30 適合性判定の方法（モデル建物法） 

12:30～13:30 休 憩 

13:30～14:00 適合性判定の方法（標準入力法） 

14:00～15:15 例題演習 

15:15～15:25 休 憩 

15:35～16:45 修了考査 

17:00 閉 会 

 

４．講習・修了考査について 

（１）講習 

 講習時間の３０分以上遅刻又は早退をした科目が一科目でもある場合は、欠席とみなします。 

 

（２）修了考査 

① 講義終了後の同日に修了考査を実施し、合格基準に達した方には修了証明書を発行します。 

② 当日の講習を受講していない方は修了考査を受けることができません。 

 

５．料金について 

講習受講料※ 48,600 円（消費税込み）     ※修了考査含む 

 

６．申込受付及び情報提供について 

今後、当財団のホームページにて申し込みの受付け及び情報提供を実施する予定ですので、随時ご確認く

ださい。 

 

7．問い合わせ先（受付 9:30～17:00） 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-1 全共連ビル麹町館 

一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 

建築省エネルギー部 適合性判定員講習係 

TEL 03-3222-6997 

FAX 03-3222-6696 

 


